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ブロードバンド全体の加入数は、都市部などの一部の地域でＡＤＳＬ契約数が減少傾向（平成１８年３月末と比べ２．６万の減）であるが、
光ファイバ（ＦＴＴＨ）の伸びは、対前年度比で約１．８倍の約６３０万加入と急増している。（ブロードバンド総加入者数は２，４２２万加入）

ブロードバンド全体の加入数は、都市部などの一部の地域でＡＤＳＬ契約数が減少傾向（平成１８年３月末と比べ２．６万の減）であるが、
光ファイバ（ＦＴＴＨ）の伸びは、対前年度比で約１．８倍の約６３０万加入と急増している。（ブロードバンド総加入者数は２，４２２万加入）

※2004年5月末までは任意調査、2004年6月末より改正電気通信事業報告規則に基づく調査。

ブロードバンド・サービスの加入契約状況
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（平成18年6月末) ＊ブロードバンド・ゼロ
地域の解消

ブロードバンド基盤整備の現状 ① （サービスエリアの世帯カバー率と目標）
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ブロードバンド基盤整備の現状 ② （都道府県別加入可能状況）

（平成１８年６月末、単位：万世帯）

ブロードバンド・サービス未提供世帯（空白部分）
（ブロードバンド・ゼロ地域）

279万世帯

○ブロードバンドが全く利用できない世帯は２７９万世帯。東京、神奈川、富山、三重、大阪ではほぼ利用が可能。
○光ファイバの整備は、東京、神奈川、大阪府等の大都市での整備が進んでおり、地方部との整備に格差がある。

○ブロードバンドが全く利用できない世帯は２７９万世帯。東京、神奈川、富山、三重、大阪ではほぼ利用が可能。
○光ファイバの整備は、東京、神奈川、大阪府等の大都市での整備が進んでおり、地方部との整備に格差がある。

ＦＴＴＨサービス（光ファイバ）が提供されている地域の世帯

ＦＴＴＨサービスは未提供だが、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネッ
ト等の何らかのＢＢサービスが提供されている地域の世帯
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等の何らかのＢＢサービスが提供されている地域の世帯

ＢＢサービス未提供地域の世帯
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注 事業者情報、国勢調査データ等から、町丁目ベースの加入可能世帯数を積算。
なお、ＡＤＳＬについては、サービスの提供地域内であっても、収容局からの距離が
４ｋｍを超える世帯については信号の減衰が大きく実用に適しないことから、「未提供」
に含めてある。

ブロードバンド基盤整備の現状 ③ （ブロードバンド・ゼロ町村の分布）
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８．１ ユビキタスネットワーク整備に向けた新たな目標
（前略）新たな目標として「2010年までに国民の100%が高速または超高速を利用可能な社会に」を設定することを提言する。（後略）

８．１ ユビキタスネットワーク整備に向けた新たな目標
（前略）新たな目標として「2010年までに国民の100%が高速または超高速を利用可能な社会に」を設定することを提言する。（後略）

『u-Japan政策』 （平成16年12月 総務省）

２． IT基盤の整備
（１）デジタル・ディバイドのないIT社会の実現

目標

2011年7月を目標として、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使えるデジタル・ディバイドのないインフラを実現することで、ユビ
キタス化を推進する。

１．2010年度までに光ファイバ等の整備を推進し、ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。

２． IT基盤の整備
（１）デジタル・ディバイドのないIT社会の実現

目標

2011年7月を目標として、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使えるデジタル・ディバイドのないインフラを実現することで、ユビ
キタス化を推進する。

１．2010年度までに光ファイバ等の整備を推進し、ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。

『IT新改革戦略』 （平成18年1月 IT戦略本部）

Ⅱ ２０１０年目標達成に向けたＰＤＣＡ

１．ユビキタスネットワーク整備

目標：2010年までに国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に

◆2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域の解消

◆2010年度までに超高速ブロードバンドの世帯カバー率９０％以上を実現

Ⅱ ２０１０年目標達成に向けたＰＤＣＡ

１．ユビキタスネットワーク整備

目標：2010年までに国民の１００％が高速または超高速を利用可能な社会に

◆2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域の解消

◆2010年度までに超高速ブロードバンドの世帯カバー率９０％以上を実現

『 u-Japan推進計画2006 』 （平成18年9月 総務省）
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2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

注： 2006年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、平成18年3月31日現在のもの。
2008年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、いずれも現時点における目安であり目標ではない。
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次世代ブロードバンド戦略２０１０ ① （整備目標）
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次世代ブロードバンド戦略２０１０ ② （基本的な考え方）

１．ブロードバンド整備における原則

○ 民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、技術中立性の確保
⇒ブロードバンド整備は、原則民間主導の下、国において適切な競争政策、投資インセンティブの付与を行うことにより促進

２．条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備

(1) 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
⇒条件不利地域等においては、事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携し、適切な役割を果たすことが必要
全国レベル及び地域レベルにおいて、関係者の協議の場・推進体制を積極的に設置し、ロードマップを作成

(2) 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
⇒条件不利地域等においては、投資効率を勘案し、ニーズや実情に応じた適切な技術の利用環境整備を図る

(3) 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進
⇒① 地方公共団体が自己設置する光ファイバ網の民間開放

② 無線によるワイヤレス・ブロードバンド技術等の導入を積極的に促進

３．積極的な需要喚起・利活用の促進

ブロードバンドの効用や利活用方策をイベント等の機会を捉えて継続的に利用者に提示するなど、関係者は周知啓発
活動やアプリケーション開発等による需要喚起や利活用の促進に積極的に取り組むことが望ましい。

１．ブロードバンド整備における原則

○ 民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、技術中立性の確保
⇒ブロードバンド整備は、原則民間主導の下、国において適切な競争政策、投資インセンティブの付与を行うことにより促進

２．条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備

(1) 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
⇒条件不利地域等においては、事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携し、適切な役割を果たすことが必要
全国レベル及び地域レベルにおいて、関係者の協議の場・推進体制を積極的に設置し、ロードマップを作成

(2) 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
⇒条件不利地域等においては、投資効率を勘案し、ニーズや実情に応じた適切な技術の利用環境整備を図る

(3) 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進
⇒① 地方公共団体が自己設置する光ファイバ網の民間開放

② 無線によるワイヤレス・ブロードバンド技術等の導入を積極的に促進

３．積極的な需要喚起・利活用の促進

ブロードバンドの効用や利活用方策をイベント等の機会を捉えて継続的に利用者に提示するなど、関係者は周知啓発
活動やアプリケーション開発等による需要喚起や利活用の促進に積極的に取り組むことが望ましい。

７

次世代ブロードバンド戦略２０１０ ③ （役割分担）

・ ブロードバンド未整備地域における積極的な整備、地
域公共ネットワーク等の活用

・ サービス提供エリア、今後の整備見通し等に関する情
報の積極的開示・公表

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用の促進

・ 全国レベル及び地域レベルでの関係者協議への積極
的参加

・ ブロードバンド未整備地域における積極的な整備、地
域公共ネットワーク等の活用

・ サービス提供エリア、今後の整備見通し等に関する情
報の積極的開示・公表

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用の促進

・ 全国レベル及び地域レベルでの関係者協議への積極
的参加

事業者

① 都道府県

・ 地域レベルでの推進体制整備やビジョン（整備目
標・ロードマップ等）の作成

・ 市町村に対する財政、人材、情報・ノウハウ提供等
の支援

・ 事業者・市町村等との連携による需要喚起・利活
用の促進

② 市町村

・ 域内住民の需要の内容・規模等の実態把握

・ 事業者・都道府県等との連携による整備計画の策
定、地域公共ネットワーク等の開放

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用促進

① 都道府県

・ 地域レベルでの推進体制整備やビジョン（整備目
標・ロードマップ等）の作成

・ 市町村に対する財政、人材、情報・ノウハウ提供等
の支援

・ 事業者・市町村等との連携による需要喚起・利活
用の促進

② 市町村

・ 域内住民の需要の内容・規模等の実態把握

・ 事業者・都道府県等との連携による整備計画の策
定、地域公共ネットワーク等の開放

・ 利活用方策等の提示による需要喚起・利活用促進

地方公共団体

・ 公正競争条件の整備

・ 事業者に対する投資インセンティブの付与

・ 地域における取組みに対する支援

・ 無線技術等多様な技術の導入促進

・ 関係者の協議の場の設置促進

・ 情報の整備・公表

・ 公正競争条件の整備

・ 事業者に対する投資インセンティブの付与

・ 地域における取組みに対する支援

・ 無線技術等多様な技術の導入促進

・ 関係者の協議の場の設置促進

・ 情報の整備・公表

国

８



次世代ブロードバンド戦略２０１０ ④ （関係者による推進体制）

１．全国レベルの推進体制

全国レベルでの推進体制においては、事業者、都道府県、市町村等の参加を得て、以下のよう
な事項に取り組むこととする。

(1) ブロードバンドの全国整備の意義と必要性、地域における取組みの必要性に関する認識

の共有

(2) 地域における取組みに関する基本的な方向性の提示（各地域におけるロードマップの作成

方針とこれに従った整備の推進）、情報・ノウハウの提供等による支援・促進

(3) ブロードバンドの全国的な整備状況や国・地方公共団体の施策、地域での取組事例等に

関する情報共有、各種周知啓発活動

２．地域レベルの推進体制

各地域レベルにおいても、事業者、地方公共団体等の参加を得た推進体制が構築されること
が必要であり、以下のような事項に取り組むこととする。

(1) 全国レベルの体制が示す方向性を踏まえ、具体的な取組事項等について、地域ごとに検討

(2) 都道府県を単位とすることを原則としつつ、地域の実情に応じてロードマップを作成

９

１．医療・福祉分野
(1) 遠隔診断支援（いわて医療情報ネットワーク〔岩手県〕）
(2) 家族から高齢者宅への定期的な声がけ（見守りサービス〔宮崎県木城町〕）

２．観光産業・地場産業
(1) 観光地の宿泊施設の予約・発注環境の整備〔北海道ニセコ町〕
(2) 地場産品販売の売上実績や出荷予測分析（彩（いろどり）事業〔徳島県上勝町〕）

３．その他、教育分野や雇用対策分野等
(1) eラーニング基盤の提供（インターネット市民塾〔富山県 ほか〕）
(2) テレワーク等雇用支援の充実

１．医療・福祉分野
(1) 遠隔診断支援（いわて医療情報ネットワーク〔岩手県〕）
(2) 家族から高齢者宅への定期的な声がけ（見守りサービス〔宮崎県木城町〕）

２．観光産業・地場産業
(1) 観光地の宿泊施設の予約・発注環境の整備〔北海道ニセコ町〕
(2) 地場産品販売の売上実績や出荷予測分析（彩（いろどり）事業〔徳島県上勝町〕）

３．その他、教育分野や雇用対策分野等
(1) eラーニング基盤の提供（インターネット市民塾〔富山県 ほか〕）
(2) テレワーク等雇用支援の充実

次世代ブロードバンド戦略２０１０ ⑤ （2010年度におけるブロードバンドの整備像）

１．多様な有無線技術がシームレスに連携・融合し、全国においていずれかのブロードバンド・サービスにアク
セス可能。

２．投資効率が悪い地域では、投資効率と地域のニーズを反映した形でブロードバンド・ネットワークが実現。
ADSLやケーブルインターネットに加え、

(1) 無線LAN等によるワイヤレス・ブロードバンド
(2) 「無線＋ADSL／VDSL」、「光ファイバ＋光無線」、「光ファイバ＋ADSL（FTTR（Fiber To The RT））」等

有無線の融合型ブロードバンド等により整備。

３．ＦＴＴＨを中心とした超高速ブロードバンドが、全世帯の90％で利用可能。

１．多様な有無線技術がシームレスに連携・融合し、全国においていずれかのブロードバンド・サービスにアク
セス可能。

２．投資効率が悪い地域では、投資効率と地域のニーズを反映した形でブロードバンド・ネットワークが実現。
ADSLやケーブルインターネットに加え、

(1) 無線LAN等によるワイヤレス・ブロードバンド
(2) 「無線＋ADSL／VDSL」、「光ファイバ＋光無線」、「光ファイバ＋ADSL（FTTR（Fiber To The RT））」等

有無線の融合型ブロードバンド等により整備。

３．ＦＴＴＨを中心とした超高速ブロードバンドが、全世帯の90％で利用可能。

100％ブロードバンド・ネットワークの実現イメージ

ブロードバンドの利活用イメージ
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小規模遠距離離島

中距離離島 近距離離島

海底ケーブル
無線18GHzアクセス

無線2.4GHzアクセス
FTTH

衛星ブロードバンド

地域公共ネットワーク

FTTR（光ファイバ＋ADSL）

FTTH

ﾘｰﾁDSL

ADSL

FTTH

簡易 局舎
ＲＴ局舎

ADSL

無線LAN
高速無線LAN

WiMAX等＋ADSL

移動WiMAX等

市役所

学校

支所
（旧町村役場）

公民館

公民館
NTT局舎

学校
市立病院

分校

CATVセンター

ﾉｰﾄﾞ
ケーブルインターネット（HFC）

光ファイバ

無線＋ADSL

WiMAX等

衛星
地球局

鉄塔

合併後に接続した
地域公共ネットワーク

鉄塔

鉄塔

鉄塔

光ファイバ

メタル ケーブル

光ファイバ 光ファイバ

情報家電ネットワーク等
（UWB、PLC、可視光等）

ｕ－Ｊａｐａｎの基盤となる100％ブロードバンド・ネットワークのイメージ

光無線＋FTTH

１１

福祉分野における利活用事例 （宮崎県木城町、見守りサービス実験）

高齢者に対する「コミュニケーション機会の創出」、家族や福祉事務所による「見守り」、災害等緊急時
における「メッセージ同報サービス」についての検証を、木城町とＮＴＴ西及びＮＴＴ持ち株で実験を実施
（実施期間：平成１７年３月～６月）。

高齢者に対する「コミュニケーション機会の創出」、家族や福祉事務所による「見守り」、災害等緊急時
における「メッセージ同報サービス」についての検証を、木城町とＮＴＴ西及びＮＴＴ持ち株で実験を実施
（実施期間：平成１７年３月～６月）。

一人暮らしの高齢者（見守られる例）役場・家族・コールセンタ（見守る例）

インターネット

在宅介護センタ

コミュニケーション装置

木城町役場

コミュニケーション装置 サーバ

木城町

コミュニケーション装置

高齢者宅

コミュニケーション装置

高齢者宅

コミュニケーション装置

遠隔地に住む高齢者の家族宅

コミュニケーション装置

遠隔地に住む高齢者の家族宅

木城町ＦＴＴＨ

ＮＴＴ西日本

木城ビル

ISP

ネットワーク構成

ISP

ISP

１２木城町は平成１５年度加入者系光ファイバ網設備整備事業により光ファイバ網を整備済み（平成16年4月サービス開始）。



ニセコ町役場

光ケーブル網（100M）

教育機関 町民センター

消防署

総合体育館

(既設利用）

一般住宅、事業所等

伝送速度１００Ｍｂｐｓ

ニセコいこいの村

東山観光案内
センター

インターネット

通信事業者

観光産業による利活用事例（北海道ニセコ町）

スキーで有名な観光地における「ブロードバンド・ゼロ地域」の解消

○ 業務効率化、観光客の利便性向上

観光客への情報提供（HP）、予約、問合せ対応、業務上の連絡等の実現

観光客からの要望の高かった超高速ブロードバンド接続環境の整備

ニセコ町は平成16年度加入者系光ファイバ網設備整備事業により光ファイバ網を整備済み（平成16年12月サービス開始）

１３

地場産業による利活用事例（徳島県上勝町、彩（いろどり）事業）

※ 彩（いろどり）事業とは
○ 彩（いろどり）とは日本料理の季節感を

演出する「つまもの」の上勝町産品の
ブランド名。

○ 女性や高齢者が生産主体で、通常、
庭先や裏山の木から葉を採取する。

○ 年間売上高は 2億円に達し、町の主力
産業の一つ。月額収入が 100万円以上
を超える生産者もいる。

明日の出荷目

標・売上実績を

確認

FAXFAX

生産者（ １９０ 名 平均年齢 ７０ 歳）

「南天」が不足。
誰か取れます
か？

収穫へ

収穫へ

動く

山や谷へ、いろどりを採取

今日はいくら
で売れたかの
～
明日の出荷目
標は？どの品
目が高く売れ
るかの～

情報センター（株式会社いろどり）

品目不足時などは同
報無線ＦＡＸ も利用
品目不足時などは同
報無線ＦＡＸ も利用

出荷予想（分析）・
売上実績などをサー
バーへ蓄積

受注システムの性能
向上

集出荷支援システム

集出荷場（ＪＡ 上勝選果場）

集荷状況を情報センターへ 連携

全国へ出荷

いろどり専用ＰＣ

同報無線

受信機

考える（明日の戦略）

季節や天候により
需要規模や品目が変化

高齢者が多いことや地理的条件（山間
部）から、各地区ごとに、収穫した「い
ろどり」を集め、トラックなどで集出荷
場へまとめて運び込む

● 高齢者や女性が生産している地場産品（紅葉の葉等の料理用つまもの）について、情報センター、農協及び
生産者をつなぎ、売り上げ実績出荷予測分析の情報共有等を行う。

● ＦＴＴＨ（光ファイバ化）（総務省の補助金を活用）により、現在の一方的な情報提供から、互いの顔を見
ながらの「双方向リアルタイム販売戦略会議」を実施し、さらなる品質向上へ

サーバー

彩情報ネットワーク彩情報ネットワーク

サーバー

彩情報ネットワーク彩情報ネットワーク

加入者系光ファイバ網
（ＦＴＴＨ）

楽しむ・喜ぶ

売上成果 、予想的中

指先の運動

インターネットインターネット

高品質な動画を使って
出荷物品質向上のノウ
ハウ伝授

上勝町は平成17年度加入者系光ファイバ網設備整備事業により光ファイバ網を整備済み（平成18年7月サービス開始）。
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１１月 ７日 ブロードバンド全国整備促進ＷＧ（第２回） （９月２６日に第１回を開催し、月１回のペースで今年度５回開催予定）

１１月中旬 情報通信インフラ委員会（第２回）

３月下旬 情報通信インフラ委員会（第３回）

スケジュール（予定）

◆委員長：齊藤忠夫（東京大学名誉教授）、副委員長：和歌山県、鹿児島県、ＮＴＴ東日本（株）

◆構 成：事業者（電気通信事業者、メーカー等）、地方公共団体（都道府県、市町村）等

情報通信インフラ委員会

体制

◇地域公共ネットワークに係る標準仕様への基本提言
書（第1.0版）

◇地域特性に応じた地域公共ネットワーク構築モデル
仕様（第1.0版）

○地域公共ネットワークの整備状況に関する情報の共有
○地域公共ネットワークに係る標準仕様等の検討・改訂
○地域特性に応じた地域公共ネットワーク構築モデル仕
様の作成

○地域公共ネットワーク（光ファイバ）の開放促進

地域公共ネットワーク
整備促進
ワーキンググループ

◇ブロードバンド全国整備推進に向けたロードマップ
（第1.0版）

◇ブロードバンド整備マニュアル（第1.0版）
◇ブロードバンドの整備・利活用に関する事例集
（第1.0版）

○インフラ整備状況に関する情報の共有
○ロードマップの作成
○ブロードバンド整備マニュアルの検討・策定
○ブロードバンドの整備・利活用に関する事例に関
する情報の共有

ブロードバンド
全国整備促進
ワーキンググループ

成果物活動内容ワーキング

活動内容

ブロードバンドの全国整備促進に向けた推進体制 ①

「ブロードバンド・ゼロ地域解消」等の目標の実現のためには、ブロードバンド整備状況を把握し、具体的な整備計画やロー
ドマップを関係者（事業者、市町村、都道府県、国）が作成・共有して推進する必要。

このため、全国レベルの体制として、事業者や自治体、関係団体が幅広く参加している（財）全国地域情報化推進協会の下
に設ける委員会の一つに、「情報通信インフラ委員会」を設置し、９月７日（木）に第一回委員会を開催。

「ブロードバンド・ゼロ地域解消」等の目標の実現のためには、ブロードバンド整備状況を把握し、具体的な整備計画やロー
ドマップを関係者（事業者、市町村、都道府県、国）が作成・共有して推進する必要。

このため、全国レベルの体制として、事業者や自治体、関係団体が幅広く参加している（財）全国地域情報化推進協会の下
に設ける委員会の一つに、「情報通信インフラ委員会」を設置し、９月７日（木）に第一回委員会を開催。

１５

ブロードバンドの全国整備促進に向けた推進体制 ②

○○県
ブロードバンド

推進会議

ブロードバンド全国整備促進ＷＧ

(財)全国地域情報化推進協会（APPLIC）(財)全国地域情報化推進協会（APPLIC）

☓☓県
ＢＢゼロ地域解消

戦略会議

全国レベルの推進体制

・・・・・・・

都道府県、市町村、事業者、国の参加による
地域での推進体制（県単位を原則）

全国レベルの推進体制が示す方向性を踏まえた具体的取組事項の検討
●地域の実情に応じたロードマップの作成等

情報通信インフラ委員会
●インフラ整備状況に関する情報の共有
●ロードマップの作成
●マニュアル等の作成・周知
●活動事例に関する情報の共有
●地域公共ネットワーク(光ファイバ)の開放促進 等

地域レベルの推進体制

緊密な連携・協力
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情報通信インフラ委員会 構成員

（順不同・敬称略)

・ 情報通信インフラ委員会 ９３会員

・ ９／７（木）に第一回委員会を開催、１１／８ （水）に第二回委員会を電子メールにより実施。

・ 情報通信インフラ委員会 ９３会員

・ ９／７（木）に第一回委員会を開催、１１／８ （水）に第二回委員会を電子メールにより実施。

委員
情報通信

インフラ委員会
北海道
青森県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
富山県
石川県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
京都府
兵庫県
奈良県
和歌山県 副委員長
島根県
岡山県
徳島県
香川県
愛媛県
佐賀県
長崎県
鹿児島県 副委員長
沖縄県
京都市
広島市
福岡市
北海道岩見沢市
岩手県釜石市
秋田県由利本荘市
福島県北塩原村
栃木県鹿沼市
東京都足立区
山梨県道志村
長野県長野市
静岡県浜松市
大阪府豊中市
岡山県岡山市
岡山県玉野市
徳島県阿南市
徳島県上勝町
福岡県東峰村
熊本県阿蘇市
大分県佐伯市

委員
情報通信

インフラ委員会
齊藤　忠夫 委員長
井上　伸雄（多摩大学） ＷＧ主査
三友　仁志（早稲田大学） ＷＧ主査
藤澤　等（県立長崎シーボルト大学）
八嶋　弘幸（東京理科大学）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
西日本電信電話株式会社
日本電気株式会社
東日本電信電話株式会社 副委員長
株式会社日立製作所
富士通株式会社
松下電器産業株式会社
社団法人日本ケーブルテレビ連盟
アイコム株式会社
アライドテレシスホールディングス株式会社
イー・アクセス株式会社
e-自治体推進コンソーシアム
特定非営利活動法人医療ネットワーク情報センター
株式会社ウィルコム
宇宙通信株式会社
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ
沖電気工業株式会社
株式会社関電工
株式会社クロス・カルチャー
株式会社ケイ・オプティコム
ＫＤＤＩ株式会社
株式会社コミューチュア
シスコシステムズ株式会社
JSAT株式会社
社団法人情報通信設備協会
住友電気工業株式会社
ソフトバンクテレコム株式会社
大和電設工業株式会社
株式会社つうけん
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本コムシス株式会社
日本通運株式会社
日本電通株式会社
株式会社博報堂
株式会社日立情報システムズ
株式会社フジクラ
有限責任中間法人ブロードバンド推進協議会
三井情報開発株式会社
株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
和興エンジニアリング株式会社

（参考１）

１７

ブロードバンド全国整備促進ワーキンググループ 構成員

（順不同・敬称略)

・ ブロードバンド全国整備促進ＷＧ ５０会員
・ ９／２６（火）に第一回、１１／７（火）に第二回会合を開催

・ ブロードバンド全国整備促進ＷＧ ５０会員
・ ９／２６（火）に第一回、１１／７（火）に第二回会合を開催

構成員
主査　　三友 仁志
副主査　北海道　
副主査　青森県　
副主査　茨城県　
副主査　栃木県　
副主査　新潟県　
副主査　山梨県　
副主査　石川県　
副主査　岐阜県　
副主査　京都府　
副主査　兵庫県
副主査　和歌山県　
副主査　岡山県
副主査　徳島県
副主査　香川県　
副主査　鹿児島県　
副主査　沖縄県　
副主査　北海道岩見沢市
副主査　山梨県道志村
副主査　徳島県上勝町
副主査　徳島県阿南市
副主査　福岡県福岡市
副主査　東日本電信電話株式会社

構成員

藤澤 等（長崎シーボルト大学教授）

八嶋 弘幸（東京理科大学教授）
西日本電信電話株式会社
日本電気株式会社
株式会社日立製作所
富士通株式会社
松下電器産業株式会社
社団法人日本ケーブルテレビ連盟
アライドテレシスホールディングス株式会社
イー・アクセス株式会社
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
沖電気工業株式会社
株式会社関電工
株式会社クロス・カルチャー
株式会社ケイ・オプティコム
ＫＤＤＩ株式会社
シスコシステムズ株式会社
ＪＳＡＴ株式会社
社団法人情報通信設備協会
住友電気工業株式会社
ソフトバンクテレコム株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社フジクラ
有限責任中間法人ブロードバンド推進協議会
三井情報開発株式会社
株式会社三菱総合研究所

三菱電機株式会社

（参考２）
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（財）全国地域情報化推進協会の概要

【設立趣旨】
○地方公共団体の情報システムの抜本的改革や、地方公共団体内外の地域における多数の情報システムを

オープンに連携させるための基盤の構築を推進するとともに、地方公共団体で共通利用が可能な公共アプリ
ケーション（防災、医療、教育等）の整備等を促進。

○普及促進策として、人材育成、地域の先進的な情報化の取り組みに関するナレッジの集約、普及促進のた
めのセミナー等の開催および各種地域情報化推進に関する活動を支援。

○地域情報化の基盤となる公共ネットワークの更なる整備や相互接続の促進、各都道府県を結ぶネットワーク
の構築を推進。

※ 平成18年5月、(財)電気通信高度化協会（ＴＡＣ）と全国地域情報化推進協議会が統合。

【設立趣旨】
○地方公共団体の情報システムの抜本的改革や、地方公共団体内外の地域における多数の情報システムを

オープンに連携させるための基盤の構築を推進するとともに、地方公共団体で共通利用が可能な公共アプリ
ケーション（防災、医療、教育等）の整備等を促進。

○普及促進策として、人材育成、地域の先進的な情報化の取り組みに関するナレッジの集約、普及促進のた
めのセミナー等の開催および各種地域情報化推進に関する活動を支援。

○地域情報化の基盤となる公共ネットワークの更なる整備や相互接続の促進、各都道府県を結ぶネットワーク
の構築を推進。

※ 平成18年5月、(財)電気通信高度化協会（ＴＡＣ）と全国地域情報化推進協議会が統合。

【事業内容】

【新ロゴマーク】

【新略称】
APPLIC ※「アプリック」と読む。

（英語名）
The Association for Promotion of Public
Local Information and Communication 

（参考３）
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（財）全国地域情報化推進協会の組織図・役員

【組織図】

委員会

・事業計画等の報告

・諮問事項の議決

・事業計画等の承認

・会長が必要と認めた事項の

議決

評議員会

総 会

理事会

・重要事項の決定

【理事・監事】

【会長・副会長】

理事長 江川 晃正

専務理事 佐野 輝利

理 事 秋山 正樹（松下電器産業(株)技術顧問）

理 事 石橋 庸敏（(社)日本ケーブルテレビ連盟理事長代行・専務理事）

理 事 清原 慶子（三鷹市長）

理 事 黒川 博昭（富士通(株) 代表取締役社長）

理 事 齊藤 忠夫（東京大学名誉教授）

理 事 白石 勝也（愛媛県松前町長）

理 事 末吉 興一（北九州市長）

理 事 髙部 豊彦（東日本電信電話(株) 代表取締役社長）

理 事 辻 正 （全国地域情報産業団体連合会会長）

理 事 橋本 元一（日本放送協会会長）

理 事 森下 俊三（西日本電信電話(株) 代表取締役社長）

理 事 矢野 薫 （日本電気(株) 代表取締役執行役員社長）

監 事 浅見 哲 （東京税理士会理事）

(五十音順・敬称略)

会 長 和才 博美 （NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) 代表取締役社長）

副会長 飯泉 嘉門 （徳島県知事）

副会長 古川 一夫（（株）日立製作所 代表執行役執行役社長）

(敬称略)

情報通信インフラ委員会

技術専門委員会

アプリケーション委員会

普及促進委員会

※平成18年6月30日設置了承

（参考4）
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○ 作成主体
・ 都道府県を中心に市町村、事業者、総務省総合通信局等、地域レベルの関係者の適切な役割分担の下で協働により行う。

・ 都道府県ロードマップの作成に際しては、上記関係者のほか、学識者・機器ベンダー・ＩＳＰ事業者・放送事業者・ケーブルテレビ事業
者・コンサルタント・ＮＰＯ・地域住民等との幅広い連携が重要。

○ 地上デジタル放送等他の情報通信メディアの普及との関係
都道府県ロードマップの作成にあたっては、ブロードバンド整備を通じて、地上デジタル放送、携帯電話等他の情報通信メディアの提供サービ

スの普及拡大をも同時に実現し、地域住民への多様な情報通信サービスの同時提供を行う可能性についても十分に検討することが重要。

○ その他、ブロードバンドの定義、総務省「全国ブロードバンド・マップ」等の活用、地方公共団体の情報化計画との関係等について規定。

○ 都道府県ロードマップは、事業者・都道府県・市町村・総務省総合通信局等各地域における関係者からなる地域レベルのブロード
バンド整備の推進体制におけるこれら関係者の協働により、都道府県を中心に、各地域の実情に応じて作成されることが適当。

○ 作成後は、全国レベルのブロードバンド推進体制（ＡＰＰＬＩＣ情報通信インフラ委員会）において取りまとめ、公表。また、ブ
ロードバンド整備の進捗状況を踏まえつつ、一定の周期で見直し、更新が行われることが望ましい。

都道府県ロードマップ作成の基本的方向性の概要

○ ２０１０年度までのブロードバンド整備の目標の達成に資するため、原則都道府県単位で２０１０年度までのブロードバンド整備
の目標や整備方針をロードマップの形で示し、その進捗状況を定期的に確認するもの。

ロードマップ作成の目的
ロードマップ作成の目的

基本的な考え方基本的な考え方

作成の方法作成の方法

【事業者】
ブロードバンド整備の中心的存在として整備

を行うほか、地域レベルの推進体制等の場にお
いて、具体的な事業展開の現状、事業展開の計
画、事業展開の条件等の情報開示を行う。

【都道府県・市町村等】
事業者、総務省総合通信局等との連携の下、都

道府県ロードマップの作成及び同ロードマップに
沿ったブロードバンド整備に向けて取り組む。

【総務省総合通信局】
事業者、都道府県、市町村等と密接に連携・

協力しつつ、地域レベルの推進体制等の場にお
いて、都道府県ロードマップの作成やブロード
バンド整備に関する各種課題の解決等を支援す
る。

２１

○ 超高速ブロードバンドサービス（FTTH）の利用が急増
FTTHの平成17年度伸びは対前年度比で約1.9倍

・285万加入（ H17.3現在） ⇒ 546万加入（ H18.3現在）

○ ブロードバンド技術の超高速化・多様化
30Mbps級以上の有無線のブロードバンド技術が萌芽
・ADSL →VDSL ・光技術 →光無線、GE-PON
・CATV網 →c-Link ・電波無線 →WiMAX

次世代ブロードバンド技術の研究開発 ①（中長期的スケジュール）

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

100Mbps光ファイバ普及期 100Mbps光ファイバ成熟期

1Gbps光ファイバ黎明期 1Gbps光ファイバ普及期有 線
（光ファイバ）

（光無線）

（電波無線）

ﾜｲﾔﾚｽﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ黎明期 ﾜｲﾔﾚｽﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ普及期 ﾜｲﾔﾚｽﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ成熟期

可視光通信システムの研究開発

フル光システムの研究開発

統合型光無線システムの研究開発

OCDM-PONの実用化OCDM-PONの研究開発

フル光システムの実用化

統合型光無線システムの実用化

可視光通信システムの実用化

WiMAXの実用化

● ● ●

無 線

100km 100μm 1μm 1nm 0.1nm

電波 赤外線 紫外線 X線
可
視
光

＜波長＞

＜周波数＞ 3kHz 3THz

低い 高い

長い 短い光ファイバ

光無線

可視光
通信

WiMAX
高速RLAN

（参考）

次世代光無線黎明期 次世代光無線普及期 次世代光無線成熟期

（本格普及）

高速無線LANの実用化 （本格普及）

WiMAXの技術基準の策定等

高速無線LANの技術基準の策定等

２２



長い 短い

次世代ブロードバンド技術の研究開発 ②（超高速ブロードバンド技術の研究開発）

波長

周波数

100km

3kHz

100μm 1μm

電 波

1nm 0.1nm

紫外線赤外線 X線
可
視
光

3THz

可視光通信による統合型通信ネット
ワーク技術の研究開発

（平成１９～２１年度）

可視光通信

高品質メディア・アクセスネットワークの
研究開発 （平成１７～１９年度）

光ファイバ（有線）

光無線と光ファイバのフル光接続技術の研究開発
（平成１６～１７年度）
統合型光無線システムの研究開発
（平成１８～２０年度）

光無線（フル光接続）

波長：1.55μm 波長：780～360nm

高度通信網振興課では、超高速ブロードバンドの整備を図るため、赤外線を利用している光ファイバの高速・大容量化
技術、同じく赤外線を利用し有線の整備が困難な場所で活用可能な光無線技術の高度化、さらに波長の短い可視光を
利用した通信の高度化技術の研究開発を実施している。

低い 高い

k(キロ)=103 T(テラ)=1012

μ(マイクロ)=10-6 n(ナノ)=10-9 ２３

蛍光灯（可視光）等とパソコンを接続し
たブロードバンドが可能となり、地下街
や病院での利用に有効。

低コストで光ファイバ並の通信速度が可能
となり、光ファイバの敷設が困難な河川、谷
間を横断する利用などに有効。

100分岐で100Mbpsが可能となり、
世帯が散在する地域でのFTTHサー
ビスの提供に有効。

高品質メディア・アクセスネットワークの
研究開発（平成17～19年度）

OCDM技術により低コストで超高速・長距
離伝送を可能とする光ファイバ技術の研究
開発

光ファイバ中の光信号をそのまま光無線に伝送する光
無線技術の研究開発

可視光通信による統合型光無線システムの
研究開発（平成19～21年度）

統合型光無線システムの研究開発（平成18～20年度）

長距離化、混信防止化、高速・大容量化に対
応したイメージセンサを開発し、可視光通信とＰ
ＬＣを統合したネットワーク技術の研究開発

光無線と光ファイバのフル光接続技術の研究開発
（平成16,17年度）

データ信号光増幅 光増幅

RoFSO技術により、データ、IP電話、映像、携帯電話の複数
の信号を伝送可能とする光無線技術の研究開発

光無線区間

光無
線装
置

前進基地局による携帯電
話の提供

ブロードバンドの提供
各送受信装置

光無
線装
置

映像の再送信

（注）赤線は可視光通信とＰＬＣのアクセスを示す。

照明器具の光で
可視光通信を実施

地下街

誘導灯の光で
可視通信を実施

インターネット

ＰＬＣ

ABCビル

既存伝送路等を経由
してインターネットにア
クセス

（注）赤線は可視光通信とＰＬＣのアクセスを示す。

照明器具の光で
可視光通信を実施

地下街

誘導灯の光で
可視通信を実施

インターネット

ＰＬＣ

ABCビル

既存伝送路等を経由
してインターネットにア
クセス

光ファイバ技術 光無線通信技術 可視光通信技術

次世代ブロードバンド技術の研究開発 ③（導入促進・標準化に向けた取組）
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